
議案第１８号  

 

 

   調布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２８年  ２  月２９日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 年金たる補償及び厚生年金保険法による厚生年金等が併給される場合の調

整率を改めるとともに所要の改正及び規定の整備を行うため，提案するもの

であります。  

  



調布市条例第    号  

 

 

   調布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する   

条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和４２年調布市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

 

 

第３条第２項中「，補償」を「補償」に改める。  

第４条の２第２項中「総務大臣が」を「規定により総務大臣が年齢階層ご

とに」に改める。  

第４条の３第１項中「６箇月」を「６月」に改め，同条第２項中「総務大

臣が」を「規定により総務大臣が年齢階層ごとに」に改める。  

第７条の２第１項各号列記以外の部分中「６箇月」を「６月」に改める。  

第１１条第１項ただし書（各号列記以外の部分に限る。）中「のいずれか｣

を削る。  

第１３条第１項各号列記以外の部分中「消滅」を「，消滅」に改める。  

第２３条第２項中「，これを審査」を「これを審査」に改める。  

附則第４条第２号中「職員」を「，職員」に改める。  

附則第５条第１項の表を次のように改める。  

傷病補償年金  厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成２４年法律第６３号。以下

「平成２４年一元化法」という。）附則第４１

条第１項の規定による障害共済年金若しくは平

成２４年一元化法附則第６５条第１項の規定に

よる障害共済年金（以下「障害厚生年金等」と

いう。）及び国民年金法（昭和３４年法律第  

１４１号）による障害基礎年金（同法第３０条

の４の規定による障害基礎年金を除く。以下

「障害基礎年金」という。）  

０．７３  

 



障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。）  

０．８８  

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害に

ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法

附則第３７条第１項に規定する給付のうち障害

共済年金（以下「平成２４年一元化法による改

正前の国共済法による障害共済年金」とい

う。）若しくは平成２４年一元化法附則第６１

条第１項に規定する給付のうち障害共済年金

（以下「平成２４年一元化法による改正前の地

共済法による障害共済年金」という。）が支給

される場合を除く。）  

０．８８  

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第３４号。以下「国民年金等改正法」と

いう。）附則第８７条第１項に規定する年金た

る保険給付のうち障害年金（以下「旧船員保険

法による障害年金」という。）  

０．７５  

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定す

る年金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧

厚生年金保険法による障害年金」という。）  

０．７５  

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定す

る年金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民

年金法による障害年金」という。）  

０．８９  

障害補償年金  障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。）  

０．８３  

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害に

ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法

による改正前の国共済法による障害共済年金若

しくは平成２４年一元化法による改正前の地共

済法による障害共済年金が支給される場合を除

く。）  

０．８８  

旧船員保険法による障害年金  ０．７４  

旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７４  

旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

遺族補償年金  厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成  

２４年一元化法附則第４１条第１項の規定によ

る遺族共済年金若しくは平成２４年一元化法附

則第６５条第１項の規定による遺族共済年金

（以下「遺族厚生年金等」という。）及び国民

年金法による遺族基礎年金（国民年金等改正法

附則第２８条第１項の規定による遺族基礎年金

を除く。以下「遺族基礎年金」という。）  

０．８０  

遺族厚生年金等（当該補償の事由となった死亡

について遺族基礎年金が支給される場合を除

く。）  

０．８４  

遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡に

ついて遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法

附則第３７条第１項に規定する給付のうち遺族

共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第  

０．８８  



 ６１条第１項に規定する給付のうち遺族共済年

金が支給される場合を除く。）又は国民年金法

による寡婦年金  

 

 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定す

る年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定す

る年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定す

る年金たる給付のうち母子年金，準母子年金，

遺児年金又は寡婦年金  

０．９０  

附則第５条第２項の表を次のように改める。  

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について障害基礎

年金が支給される場合を除く。）  

０．８８  

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害厚生年

金等又は平成２４年一元化法による改正前の国共済法による障害

共済年金若しくは平成２４年一元化法による改正前の地共済法に

よる障害共済年金が支給される場合を除く。）  

０．８８  

旧船員保険法による障害年金  ０．７５  

旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７５  

旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

 

 

附  則  

１  この条例は，平成２８年４月１日から施行する。  

２  この条例による改正後の調布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例附則第５条の規定は，この条例の施行の日以後に支

給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべ

き事由の生じた傷病補償年金の同日以後の期間に係るものについて適用し ,

同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金の同日前の期間に係るもの

及び休業補償については，なお従前の例による。  


